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（書面の優先適用の順） 
第６２条 この約款、要求水準書、入札説明書等に関する質問回答書、及び技術提案書との

間で内容に相違がある場合には、以下の順で優先的に適用される。ただし、技術提案書の
内容が第２号乃至第３号の書面に示された内容を上回る場合には、当該部分に限り、技術
提案書が第２号乃至第３号の書面に優先する。 

（１） この約款 
（２） 入札説明書等に関する質問回答書 
（３） 要求水準書 
（４） 技術提案書 
 
（提案の不履行） 
第６３条 受注者が技術提案書に記載した提案（以下、本条において「提案」という。）を

履行することができない場合、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな
い。 

２ 発注者が前項の通知を受け、または、受注者が提案を履行しないことを発注者が発見し
た場合、発注者及び受注者は、提案の履行の可否について協議するものとする。 

３ 前項の協議の結果、発注者において、受注者が提案を履行することができると判断した
ときは、受注者は、速やかに提案を履行しなければならない。 

４ 第２項の協議の結果、発注者において、受注者の責に帰すべき事由により提案を履行す
ることができないと判断したときは、受注者は、提案の変更について発注者の承諾を得な
ければならない。この場合、発注者は、受注者に対し以下の計算式に基づく違約金を請求
することができる。 
違約金＝契約金額×{１−（履行できない提案を控除した場合の技術評価点／契約時の技
術評価点）} 


